
報告第２号  

瑞穂市総合センター条例施行規則等の一部を改正する規則について  

瑞穂市総合センター条例施行規則等の一部を改正する規則を公布したので別

紙のとおり瑞穂市教育委員会定例会に報告する。  

  平成３１年３月２２日提出  

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由  

 公共施設予約システムの導入に係り、必要な事項を定めるため制定したもの。 











参考資料















承認第３号  

   瑞穂市教育委員会事務局の職員の任免についての専決処分について  

 瑞穂市教育委員会事務局の職員の任免について、瑞穂市教育委員会事務委任

規則（平成１５年教育委員会規則第６号）第３条第１号の規定により、別紙の

とおり専決処分し、同条第２項の規定により報告し、瑞穂市教育委員会の承認

を求める。  

  平成３１年３月２２日提出  

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由  

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第

２１条第３号の規定によるもの。  



議案第１３号 

   瑞穂市外国人児童生徒支援員派遣要綱の制定について 

 瑞穂市外国人児童生徒支援員派遣要綱の制定案を別紙のとおり提出する。 

  平成３１年３月２２日提出 

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由 

 瑞穂市内の小中学校において、増加している外国人児童生徒の学校生活への

適応支援を行うため、瑞穂市外国人児童生徒支援員の派遣に伴う要綱を制定す

るもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



瑞穂市教育委員会告示第９号 

 瑞穂市外国人児童生徒支援員派遣要綱を次のように定める。 

  平成３１年３月２２日 

            瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   瑞穂市外国人児童生徒支援員派遣要綱 

 （派遣） 

第１条 瑞穂市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、瑞穂市立小中

学校（以下「学校」という。）にボランティアとして日本語指導の必要があ

る児童生徒の学校生活への適応等を支援する活動（以下「支援活動」とい

う。）を行う瑞穂市外国人児童生徒支援員（以下「支援員」という。）を派

遣する。 

（対象者） 

第２条 前条に規定する支援活動に参加しようとする者は、心身共に健康で、

瑞穂市立小中学校長（以下「校長」という。）の指導のもと学校の教職員と

協調して活動ができるものとする。ただし、教員免許の有無は問わないもの

とする。 

（支援員の派遣先） 

第３条 教育委員会は、学校における日本語指導の必要な児童生徒数及びその

実態等に応じて、必要と認める学校に予算の範囲内で支援員を派遣する。 

（支援員の派遣期間等） 

第４条 支援員の派遣期間は、１年度以内を基本とする。 

２ 支援員の派遣回数は、週に４回程度とする。 

３ 支援員の１回の派遣時間は、２時間以内とする。 

（謝金等） 

第５条 支援員に対する謝金は、支援活動１回当たり１，５００円を支弁する。 

２ 前項の謝金は、支援活動の月分にまとめて支弁する。支弁する日は、教育

委員会が別に定める。 

（活動実績簿等） 

第６条 支援員は、支援活動の月ごとに瑞穂市外国人児童生徒支援員実績簿

（別記様式）を校長に提出するものとする。 

２ 校長は、支援活動が終了したときは、前項の実績簿を教育委員会に提出し

なければならない。 

（守秘義務） 

第７条 支援員は、支援活動上知りえた秘密を漏らしてはならない。その支援



活動を退いた後も同様とする。 

（支援活動中の事故等） 

第８条 支援員は、支援活動に係る保険に加入する。加入の手続については、

教育委員会が行うものとする。 

２ 支援活動中に事故等が生じたときは、速やかに校長に連絡するものとする。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 
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日付 活動時間帯 時間 活動時間帯

1

　　年度　瑞穂市外国人児童生徒支援員活動実績簿（　　　月分）
学　　校　　名 氏　　　　　名



議案第１４号 

瑞穂市学校薬剤師の委嘱について 

 瑞穂市学校薬剤師に別紙の者を委嘱したいので、瑞穂市教育委員会事務委任

規則第１条第１１号の規定により、瑞穂市教育委員会の議決を求める。 

  平成３１年３月２２日提出 

            瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明   

   提案理由 

 学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２３条の規定により、学校薬

剤師を委嘱するもの。 



学校（園）名 科　　　名 校医名 任　　　期

内科医 吉　村　　 　剛 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

歯科医 江　崎　　　 肇 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

眼科医 福　田　由　美 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

耳鼻咽喉科医 徳　山　玉　美 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

薬剤師 林　　　芳　春 ２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日

内科医 福　田　信　臣 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

歯科医 伊  東  裕  治 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

眼科医 水　野　美弥子 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

耳鼻咽喉科医 徳　山　玉　美 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

薬剤師 伊　藤　浩　之 ２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日

内科医 国　枝　武　俊 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

歯科医 柴　田　泰　二 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

眼科医 福　田　由　美 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

耳鼻咽喉科医 徳　山　玉　美 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

薬剤師 池　田　奈美江 ２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日

内科医 若　園　明　裕 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

歯科医 竹　矢　良　三 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

眼科医 水　野　美弥子 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

耳鼻咽喉科医 徳　山　玉　美 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

薬剤師 村　瀬　友　紀 ２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日

内科医 高　木　昌　一 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

歯科医 辻　　　 雅　明 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

眼科医 水　野　美弥子 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

耳鼻咽喉科医 熊　田　貴　彦 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

薬剤師 池　田　奈美江 ２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日

内科医 千 田 美 穂 子 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

歯科医 長　野　弘　典 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

眼科医 水　野　美弥子 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

耳鼻咽喉科医 熊　田　貴　彦 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

薬剤師 小　澤　栄　司 ２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日

内科医 若　園　明　裕 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

歯科医 武　内　尚　博 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

眼科医 水　野　美弥子 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

耳鼻咽喉科医 熊　田　貴　彦 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

薬剤師 棚　瀬　友　啓 ２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日

内科医 所　　　 俊　彦 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

歯科医 芥子川　雅　也 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

眼科医 福　田　由　美 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

耳鼻咽喉科医 熊　田　貴　彦 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

薬剤師 若　山　としこ ２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日

内科医 佐　竹　真　一 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

歯科医 広　瀬　元  士 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

眼科医 福　田　由　美 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

耳鼻咽喉科医 徳　山　玉　美 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

薬剤師 中　條　裕　二 ２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日

内科医 千 田 美 穂 子 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

歯科医 小　牧　令　二 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

眼科医 水　野　美弥子 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

耳鼻咽喉科医 熊　田　貴　彦 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

薬剤師 棚　瀬　友　啓 ２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日

内科医 京　極　章　三 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

歯科医 松　野　進　一 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

眼科医 福　田　由　美 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

耳鼻咽喉科医 徳　山　玉　美 ２０１９年４月１日から２０２１年３月３１日

薬剤師 西　山　光知子 ２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日

中小学校

西小学校

穂積中学校

穂積北中学校

巣南中学校

ほづみ幼稚園

学校医一覧表

穂積小学校

本田小学校

牛牧小学校

生津小学校

南小学校



議案第１５号 

教育用ＩＣＴ機器購入について 

 教育財産の取得について、瑞穂市教育委員会事務委任規則（平成１５年瑞

穂市教育委員会規則第６号）第１条第３号の規定により、瑞穂市教育委員

会の議決を求める。 

記 

１ 概  要 

  瑞穂市立穂積小学校他６小学校に電子黒板一式を購入する。 

   電子黒板   ６３台 

   ７０型フロアスタンド ６２台 

   ５５型フロアスタンド  １台 

   パソコン   ６３台 

   小学校デジタル教科書 

２ 予算金額 

電子黒板一式   ６４，６３０千円 

   計        ６４，６３０千円 

  平成３１年３月２２日提出 

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由 

 瑞穂市立穂積小学校他６小学校の電子黒板一式を購入するため。 



議案第１６号  

瑞穂市立ほづみ幼稚園外壁等改修工事の計画について  

瑞穂市立ほづみ幼稚園外壁等改修工事の計画について、瑞穂市教育委員会事

務委任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６号）第１条第９号の規定に

より、瑞穂市教育委員会の議決を求める。  

記  

１ 工 事 名 瑞穂市立ほづみ幼稚園外壁等改修工事  

２ 実施期間 平成３１年７月から平成３１年１１月（予定）  

３ 契約方法 一般競争入札（予定）  

４ 工事場所 瑞穂市只越５００番  

５ 工事概要 保育棟Ａ棟 Ａ＝５１７㎡  

・外壁改修（補修・塗装）及び手洗い場（改修）  

保育棟Ｃ棟 Ａ＝２６６㎡  

・外壁改修（補修・塗装）  

管理棟   Ａ＝４３５㎡  

・外壁及び建具改修（補修・塗装）  

車庫    Ａ＝８３㎡  

・外壁改修（補修・塗装）  

６ 予 算 額 ７０，０００千円  

  平成３１年３月２２日提出  

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由  

 常に安全で快適な環境を整えるため園舎及び管理棟外壁等の改修工事を行う

もの。  
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